
宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給要綱 

 

令和８年１月３０日 宮古市告示第１２号 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、物価の高騰の影響により、経済的な負担が増加している福祉事業所

等（障害福祉サービス事業所、介護サービス事業所、特定教育・保育施設等をいう。）

の事業者に対し、宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金（以下「給付金」とい

う。）を支給することにより、当該事業者の経済的な負担を軽減し、もって当該事業者

における安定的かつ継続的なサービスの提供を支援することを目的とする。 

 （支給対象者） 

第２条 給付金の給対象者は、令和８年１月１日において別表に掲げる事業所を市内に有

する事業者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、支給対象者とし

ない。 

 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設の空床を利用してサービスを提

供する短期入所事業所 

(2) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２５項に規定する指定介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設の空床を利用してサービスを提供する短期入所生活介護

事業所又は短期入所療養介護事業所 

 (3)事業者又はその使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員

又はこれらと密接な関係を有している者であると認められる事業者 

 (4) 過去にこの告示による給付金の支給を受けた事業者 

 （給付金の額） 

第３条 給付金の額は、別表事業所の欄の区分に応じ、それぞれ同表給付金の額の欄に定

める額とする。 

 （支給申請） 

第４条 給付金の支給を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、宮古市福

祉事業所等物価高騰対策給付金支給申請書兼請求書（様式第１号）により、令和８年３

月１９日までに市長に申請しなければならない。 

 （支給決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否

を決定したときは、宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給（不支給）決定通

知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

 （支給の取消し） 

第６条 市長は、給付金の支給の決定を受けた者が虚偽の申請により給付金の支給の決定

を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消すものとする。 

２ 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、当該給付金の支



給の決定を受けた者に対し、宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給決定取消

通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

 （給付金の返還） 

第７条 前条第１項の規定により給付金の支給の決定を取り消された者が既に給付金の支

給を受けているときは、市長の命ずるところにより、支給を受けた給付金に相当する額

を返還しなければならない。 

 （補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この告示は、令和８年１月３０日から施行する。 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

別表（第２条、第３条関係） 

事業所 給付金の額 

障害福

祉サー

ビス事

業所 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第５条第１項に規定する居宅介護、重度訪問介

護、同行援護若しくは行動援護又は同条第１８項に規定

する相談支援を行う事業所 

１事業所当たり

39,000円 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第５条第１項に規定する生活介護、自立訓練、就

労移行支援又は就労継続支援を行う事業所 

１事業所当たり

114,000円 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の

２第１項に規定する児童発達支援又は放課後等デイサー

ビスを行う事業所 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第５条第１項に規定する短期入所、自立生活援

助、共同生活援助又は施設入所支援を行う事業所 

入所定員１床当

たり 13,700円 

児童福祉法第７条第２項に規定する障害児入所支援を行

う事業所 

介護サ

ービス

事業所 

介護保険法第８条第１項に規定する訪問介護、訪問入浴

介護、訪問看護、訪問リハビリテーション又は福祉用具

貸与を行う事業所 

１事業所当たり

39,000円 

介護保険法第８条第２４項に規定する居宅介護支援を行

う事業所 

介護保険法第８条第１項に規定する通所介護又は通所リ

ハビリテーションを行う事業所 

１事業所当たり

136,000円 

介護保険法第８条第１４項に規定する地域密着型通所介

護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護

を行う事業所 

介護保険法第８条第１項に規定する短期入所生活介護、

短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護を行う事

業所 

入所定員１床当

たり 13,700円 

介護保険法第８条第１４項に規定する認知症対応型共同

生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



又は地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業所 

介護保険法第８条第２５項に規定する指定介護老人福祉

施設、介護老人保健施設又は介護医療院を行う事業所 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の６

に規定する軽費老人ホームを行う事業所 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律

第２６号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者

向け住宅を行う事業所 

特定教

育・保

育施設

等 

児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業

を行う事業所、同条第１０項に規定する小規模保育事業

を行う事業所又は同条第１２項に規定する事業所内保育

事業を行う事業所 

１事業所当たり

50,000円 

児童福祉法第第５９条の２に規定する届出を行った施設

（同法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問型保育事

業を除く。） 

児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所の分園又は

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第

６項に規定する認定こども園の分園であって、利用定員

が２０人未満の施設 

児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所のうち利用

定員が２０人以上の保育所（利用定員２０人以上の分園

を含む。） 

利用定員 100 人

未満の施設１事

業 所 当 た り

50,000円 

利用定員 100 人

以上の施設 0１

事業所当たり

200,000円 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律第２条第６項に規定する認定こども園

で利用定員２０人以上の施設 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４条第１項第

３号の規定により岩手県知事の認可を受けた私立幼稚園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

（その１） 

令和  年  月  日  

  宮古市長 あて 

               住所 

名称 

代表者職・氏名               

電話番号 

宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給申請書兼請求書 

宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給要綱第４条の規定により、下記のとお

り申請します。なお、給付金の支給の決定がされた場合は、給付金を指定の口座に振り込

んでください。 

記 

１ 申請額（請求額）    金           円 

２ 内 訳 

給付金単価(A) 数量（B） 小計(A)×(B) 

39,000円 箇所  

114,000円 箇所  

13,700円 床  

合計   

 

№ 事業所名 事業所住所 事業所種別 数量 

１  宮古市  箇所・床 

２  宮古市  箇所・床 

３  宮古市  箇所・床 

４  宮古市  箇所・床 

５  宮古市  個所・床 

 ※事業所名欄は、省略せず、所轄庁へ届けている名称を記載してください。 

 ※事業所種別は、下表から該当する事業所種別を記載してください。 

 事業所種別 単価 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、相談支援 39,000円 

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デ

イサービス 

114,000円 

短期入所、自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、障害児入所支援 13,700円 

３ 給付金振込口座（申請者本人の口座に限ります。） 

金融機関  口座種別（いずれかに〇） 

支店名  普通 ・ 当座 

《カナ》 

口座名義 

 口座番号 

 

４ 支給対象確認 

 

□本申請書に記載の内容に虚偽はありません。 

□暴力団員ではありません。暴力団及び暴力団員との密接な関係もありません。 



（その２） 

令和  年  月  日  

  宮古市長 あて 

               住所 

名称 

代表者職・氏名               

電話番号 

宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給申請書兼請求書 

宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給要綱第４条の規定により、下記のとお

り申請します。なお、給付金の支給の決定がされた場合は、給付金を指定の口座に振り込

んでください。 

記 

１ 申請額（請求額）    金           円 

２ 内 訳 

給付金単価(A) 数量（B） 小計(A)×(B) 

39,000円 箇所  

136,000円 箇所  

13,700円 床  

合計   

 

№ 事業所名 事業所住所 事業所種別 数量 

１  宮古市  箇所・床 

２  宮古市  箇所・床 

３  宮古市  箇所・床 

４  宮古市  箇所・床 

５  宮古市  個所・床 

 ※事業所名欄は、省略せず、所轄庁へ届けている名称を記載してください。 

 ※事業所種別は、下表から該当する事業所種別を記載してください。 

 事業所種別 単価 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援 39,000円 

通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症

対応型通所介護 
136,000円 

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、指定介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 

13,700円 

３ 給付金振込口座（申請者本人の口座に限ります。） 

金融機関  口座種別（いずれかに〇） 

支店名  普通 ・ 当座 

《カナ》 

口座名義 

 口座番号 

 

４ 支給対象確認 

□本申請書に記載の内容に虚偽はありません。 

□暴力団員ではありません。暴力団及び暴力団員との密接な関係もありません。 



（その３） 

年  月  日  

  宮古市長 あて 

               住所 

名称 

代表者職・氏名 

電話番号 

宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給申請書兼請求書 

宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給要綱第４条の規定により、下記のとお

り申請します。なお、給付金の支給の決定がされた場合は、給付金を指定の口座に振り込

んでください。 

記 

１ 申請額（請求額）    金           円 

２ 内 訳 

給付金単価(A) 数量（B） 小計(A)×(B) 

50,000円 箇所  

200,000円 箇所  

小計   

 

№ 事業所名 事業所住所 
事業所種別

※A～C 
利用定員 数量 

１  宮古市  人 箇所 

２  宮古市  人 箇所 

３  宮古市  人 箇所 

 ※事業所名欄は、省略せず、所轄庁へ届けている名称を記載してください。 

※事業所種別は、下表から該当する事業所種別を記載してください。 

 事業所種別 単価 

Ａ 保育所(利用定員 20人未満)、特定地域型保育事業所、認可外保育所 50,000円 

Ｂ 保育所、認定こども園、幼稚園のうち、利用定員が 20人以上 100人未満 50,000円 

Ｃ 保育所、認定こども園、幼稚園のうち、利用定員が 100人以上 200,000円 

３ 給付金振込口座（申請者本人の口座に限ります。） 

金融機関  口座種別（いずれかに〇） 

支店名  普通 ・ 当座 

《カナ》 

口座名義 

 口座番号 

 

４ 支給対象確認 

 

 

□本申請書に記載の内容に虚偽はありません。 

□暴力団員ではありません。暴力団及び暴力団員との密接な関係もありません。 



様式第２号（第５条関係） 

宮古市指令 第   号 

 

                  住所 

                  名称 

                  代表者職・氏名 

 

宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給（不支給）決定通知書 

    年  月  日付けで申請のあった宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金

の支給について、審査の結果、下記のとおり決定したので宮古市福祉事業所等物価高騰対

策支援給付金支給要綱第５条の規定により通知します。 

記 

１ 決定内容  支給 ・ 不支給 

２ 支給金額  金        円 

３ 支給方法  口座払 

４ 不支給の理由 

 

      年  月  日 

宮古市長        印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

宮古市指令 第   号 

 

                  住所 

                  名称 

                  代表者職・氏名 

 

宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支給決定取消通知書 

    年  月  日付け宮古市指令 第  号で支給決定の通知をした宮古市福祉事

業所等物価高騰対策支援給付金について、宮古市福祉事業所等物価高騰対策支援給付金支

給要綱第６条の規定により、下記のとおり取り消したので、同条第２項の規定により通知

します。 

記 

１ 取消理由 

 

２ 取消金額  金         円 

 

      年  月  日 

宮古市長        印 

 

 


